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Ⅰ　会社の概要

◆ 商号 ＳＭＦＬ信託株式会社  （ＳＭＦＬ　Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌｉｍｉｔｅｄ）　　

◆ 設立年月日 平成　７年　１月　６日

◆ 更新年月日 平成２６年　５月　２日 （当初登録：　平成１７年　５月　２日）

◆ 登録番号 関東財務局長（信4）第1号

◆ 営んでいる業務の種類

管理型信託業

財産の管理業務

◆ 営業所

◆ 資本金 １００百万円

◆ 株主構成 三井住友ファイナンス＆リース株式会社（１００％）

◆ 発行済株式総数 ２，０００株

◆ 信託会社及びその子会社等の状況に関する事項

当社は子会社等を保有しておりません

◆ 当社が契約している指定紛争解決機関

一般社団法人　信託協会

連絡先　信託相談所

電話番号　0120-817335　又は　03-3241-7335

Ⅱ　　沿革

平成７年１月 住銀リース株式会社（※）が従属業務子会社としてエス・ビー・エル・サービス株式

会社を設立。資本金１０百万円。

平成１５年９月 資本金を１００百万円に増資（母社 三井住友銀リース株式会社（※）が全額出資）

平成１５年１０月 三井住友銀リース株式会社（※）の事務受託を開始。

商号をＳＭＬＣビジネス株式会社に変更。

平成１７年５月 管理型信託業を登録、管理型信託業務を開始。

商号をＳＭＬＣ信託株式会社に変更。

平成１９年１０月 母社合併（三井住友銀リースと住商リースが合併、新社名 三井住友ファイナンス＆

リース株式会社に商号を変更）に伴い、商号をＳＭＦＬ信託株式会社に変更。

（※）　現　三井住友ファイナンス＆リース株式会社

本店
（登記上）

本店
（実態上の本社機能を有する営業所）

大阪支店

〒105-8464　東京都港区西新橋３－９－４

〒105-0003　東京都港区西新橋１－１５－１
                   大手町建物田村町ビル5階

〒542-0081　大阪市中央区南船場３－１０－１９
　　　　　　　　  銀泉心斎橋ビルディング
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Ⅲ　　組織図および役員一覧

◆ 組織図　（平成２６年３月３１日現在）

※平成２６年４月１日以降、上記組織図に以下の変更がございました。

平成２６年４月１日付で東京事務部及び大阪事務部を事務部として統合。

◆ 役員一覧　（平成２６年３月３１日現在）

取締役

（氏名） （役職名）

本間　和明 代表取締役

針ヶ谷　充啓 （非常勤）取締役

田口　真佐夫 （非常勤）取締役

※平成２６年４月１日以降、上記役員に以下の異動がございました。

平成２６年４月１日付で代表取締役 本間 和明 氏が退任し、同日付で代表取締役 織田 斉 氏が就任。

監査役

（氏名） （役職名）

正脇　久昌 （非常勤）監査役

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘース㈱
監査部

(内部監査部門)

信託企画部

信託事務部

東京事務部

大阪事務部

外部委託先

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘース㈱
人事部

(社内研修・研修部門)

三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘース㈱
日本総合研究所㈱

(電算ｼｽﾃﾑ管理部門)

取締役会株主総会

監　査　役

総務部
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Ⅳ　　信託会社の内部管理の状況に関する事項

◆ 内部管理に関する業務を遂行するための体制について

　当社では信託業法施行規則第40条に規定される、「内部管理に関する業務」を遂行するための規則として、

信託事務規定集　第5章にて、①法令遵守の管理に関する規則、②内部監査に関する規則、③内部検査に

関する規則、④財務に関する規則、を定めており、当規則に定めのない事項は当社の他の規定等もしくは

当社の親会社である三井住友ファイナンス＆リース株式会社の社内規定を準用する旨定めております。

（1） コンプライアンス（法令遵守の管理）体制

　当社ではコンプライアンス体制の強化を経営上の重要課題の一つと位置付け、社内規則に定める組織

体制、管理手順等に従いコンプライアンスを確保する体制を整えるとともに、役職員の業務遂行上の行動

規範を取り纏めたコンプライアンスマニュアルを遵守します。

①各部門の機能と役割

　当社のコンプライアンス体制の基本は、「各業務部門が自己責任において自律的に法令を遵守し、事後

に独立した監査部門が厳正な監査を行う二元構造」にあります。各部門の機能と役割は下の図の通りです。
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②行動規範

　当社は公共的使命を担う企業として、また善良な一市民として、常に社会的規範にもとることがないよう

誠実かつ公正な企業行動を選択することを基本的考え方としており、行動規範として以下4つの目標を

掲げております。

（2） 内部監査体制

　当社では、健全経営のための危機管理ならびに資産管理の観点から内部監査部門（三井住友ファイ

ナンス&リース株式会社　監査部　に委託）が内部監査を実施しております。

　内部監査では、当社各部門の経営活動および営業活動の遂行状況、事務の処理状況、資産の保全

状況、危機管理状況等を的確に把握し、それらが当社の方針、計画及び手続に準拠し、適切かつ有効

に行われているかを点検のうえ、指摘、指導、査定ならびに改善提言を行っています。

　なお、各年度の監査項目については前年度の結果・改善事項等を踏まえ、内部監査部門と当社との

間で協議の上で決定しております。また監査項目及び結果については、当社取締役会への報告事項と

定めております。

（3） 内部検査体制

　当社は内部検査として、担当部店にて定める点検項目に基づいた自店検査を毎月実施しております。

検査で指摘事項として挙がった項目については可及的速やかに対応するものとし、検査内容についても

定期的に見直しを行う体制としております。

（4） 財務に関する事項への対応

　当社では財務に関わる事項の担当部署として総務部を設けており、取引の決定については総務部

担当役員の決裁又は承認を要するものとしております。また担当役員が重要又は異例なものと判断

した場合は、代表取締役の決裁を要するものとしております。

１．お客様本位の徹底 ２．社会発展への貢献
３．健全経営の堅持 ４．自由闊達な企業風土
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Ⅴ　事業の概況　（信託業務及び信託業務以外の業務の状況）

　当年度におけるわが国経済は、金融緩和や財政政策により株高・円安が進み、企業収益や企業の景況感が

改善する中で内需を中心に底堅く推移し、緩やかな回復が続きました。また、海外経済は、一部の新興国で

弱い動きがみられましたが、先進国を中心に回復基調となりました。

　国内の民間設備投資は、下げ止まりから持ち直してきており、リース取扱高（公益社団法人リース事業協会

統計：速報値）は前年比8.3％増加し、3年連続で前年を上回ることとなりました。

　このような経済環境の中、当社におきましては、管理型信託業と親会社である三井住友ファイナンス＆リース

株式会社のリース業務に係わる財産の管理業務を例年同様取組んで参りました。

　管理型信託取扱高の一層の増加を図るため、推進体制を整備し、親会社である三井住友ファイナンス＆リース

株式会社の関係部門との連携体制を強化しました。それにより管理型信託業は、新規受託件数は5件（前年度比

3件増）、新規受託額は16,080百万円（前年度比10,396百万円増）、組成手数料を含む信託報酬は82百万円

（前年度比35百万円増）と、上々の成果を出すことが出来ました。既存案件の約定返済が進んだ結果、期末受託

残高は53,320百万円（前年度比4,783百万円減）となりましたが、結果的には全社売上は555百万円（前年度比33

百万円増）、当期純利益は59百万円（前年比18百万円増）を確保いたしました。
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Ⅵ　　信託会社の財産の状況

１．　貸　借　対　照　表
（金額単位：千円）

科目 平成24年度末 平成25年度末 科目 平成24年度末 平成25年度末

（資産の部） （負債の部）

流動資産 392,539 478,879 流動負債 10,607 37,866

　現金及び預金 375,152 465,453 　リース債務 - -

　前払費用 - - 　未払金 2,516 2,373

　未収入金 3,247 3,150 　未払法人税等 8,085 28,466

　立　替　金 93 346 　未払消費税等 - 7,021

　未収収益 - 7,610 　預り金 5 5

　未収還付法人税等 13,258 - 　賞与引当金 - -

　繰延税金資産 787 2,318 　繰延税金負債 - -

固定資産 10,007 10,006 固定負債 - -

 有形固定資産 - - 　リース債務 - -

　　リース資産 - - 負債合計 10,607 37,866

 無形固定資産 - - （純資産の部）

　　リース資産 - - 株主資本 391,940 451,018

 投資その他の資産 10,007 10,006 　資本金 100,000 100,000

　　差入保証金 10,003 10,003 　利益剰余金 291,940 351,018

　　長期前払費用 - - 　　その他利益剰余金 291,940 351,018

    繰延税金資産 4 2 　　　繰越利益剰余金 291,940 351,018

純資産合計 391,940 451,018

資産合計 402,547 488,885 負債・純資産合計 402,547 488,885
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２．　損　益　計　算　書

（金額単位：千円）

科目
平成24年度

自平成24年4月 1日
至平成25年3月31日

平成25年度
自平成25年4月 1日
至平成26年3月31日

1.営業損益

　　　売上高 522,024 555,670

　　　　業務受託手数料 474,336 473,379

　　　　信託報酬 47,676 79,280

         再リース料収入 11 11

         その他営業収入 - 3,000

　　　売上原価 - -

　　　　リース原価 - -

　　　売上総利益 522,024 555,670

　　　販売費及び一般管理費 453,724 457,607

　　　営業利益 68,299 98,063

２．営業外収益

　　　営業外収益 467 484

　　　　 受取利息 95 91

　　　　 為替差益 372 216

　　　　 雑収入 - 176

　　　営業外費用 7 -

　　　　　支払利息 - -

　　　　　為替差損 - -

　　　　　雑損失 7 -

経常利益 68,760 98,548

特別利益 - -

特別損失 - -

税引前当期純利益 68,760 98,548

法人税、住民税及び事業税 26,200 41,000

法人税等調整額 1,343 1,529

当期純利益 41,216 59,078

経常損益の部

特別損益の部
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３．　株主資本等変動計算書

(1)　平成24年度　株主資本等変動計算書

事業年度（ 自 平成24年4月1日　 至 平成25年3月31日 ） （金額単位：千円）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 100,000 250,723 350,723 350,723

当期変動額 -

　当期純利益 - 41,216 41,216 41,216

当期変動額合計 - 41,216 41,216 41,216

当期末残高 100,000 291,940 391,940 391,940

(2)　平成25年度　株主資本等変動計算書

事業年度（ 自 平成25年4月1日　 至 平成26年3月31日 ） （金額単位：千円）

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 100,000 291,940 391,940 391,940

当期変動額

　当期純利益 59,078 59,078 59,078

当期変動額合計 - 59,078 59,078 59,078

当期末残高 100,000 351,018 451,018 451,018

株主資本　

純資産合計
資本金 株主資本合計

株主資本　

純資産合計
資本金 株主資本合計
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記） （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理・・・消費税及び地方消費税の会計処理は、 消費税等の会計処理・・・消費税及び地方消費税の会計処理は、
　　　　　　　　　　　　　　　 税抜方式によっております。 　　　　　　　　　　　　　　　 税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記） （貸借対照表に関する注記）
関係会社に対する金銭債務 関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務 199 千円 短期金銭債権 3,493 千円
短期金銭債務 108 千円

（損益計算書に関する注記） （損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高 関係会社との取引高

営業取引による取引高 営業取引による取引高
売上高 465 ,770 千円 売上高 465 ,790 千円

販売費及び一般管理費 378 ,110 千円 販売費及び一般管理費 384 ,215 千円

（株主資本等変動計算書に関する注記） （株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における発行済株式の数 当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 2,000 株 普通株式 2,000 株

（税効果会計に関する注記） （税効果会計に関する注記）
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 繰延税金資産
減価償却費 4 千円 減価償却費 2 千円
未払事業税 787 千円 未払事業税 2,318 千円

繰延税金資産合計 791 千円 繰延税金資産合計 2,321 千円

（金融商品に関する注記） （金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項 1. 金融商品の状況に関する事項
   当社は、資金運用については、定期預金および短期的な預金等に    当社は、資金運用については、定期預金および短期的な預金等に
　限定しており、銀行等金融機関からの借入による資金調達はしており 　限定しており、銀行等金融機関からの借入による資金調達はしており
  ません。   ません。
    差入保証金のうち10,000千円は、管理型信託会社登録の際、営業     差入保証金のうち10,000千円は、管理型信託会社登録の際、営業

  保証金を東京法務局に供託しているもので、信用リスク等の懸念は   保証金を東京法務局に供託しているもので、信用リスク等の懸念は
  ございません。   ございません。

2. 金融商品の時価等に関する事項 2. 金融商品の時価等に関する事項
   平成25年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、    平成26年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、
　時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 　時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項 （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

　資産 　資産
（1）現金及び預金 （1）現金及び預金
    満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している     満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似している
　ことから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預金に 　ことから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預金に
　ついては、預入期間が短期(１年以内）であり、時価は帳簿価額に 　ついては、預入期間が短期(１年以内）であり、時価は帳簿価額に

  近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。   近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
（2）未収入金、（3）立替金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ
　等しいことから 、当該帳簿価額を時価としております。

　負債 　負債
（2）未払金 （1）未払金、（2）未払法人税等、（3）未払消費税等、（4）預り金
    未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ

　等しいことから、当該帳簿価額によっております。 　等しいことから 、当該帳簿価額を時価としております。

（注2）差入保証金（貸借対照表計上額10,003千円）は、市場価格が （注2）差入保証金（貸借対照表計上額10,003千円）は、市場価格が
   なく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価    なく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて    を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めて
   おりません。    おりません。

平成25年度

個 別 注 記 表

平成24年度

個 別 注 記 表

（単位:千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

375,152 375,152 -

(2,516) (2,516) -

（*）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（1）現金及び預金

（2）未払金

（単位:千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 465,453 465,453 -

（2）未収入金 3,150 3,150 -

（3）立替金 346 346 -

（1）未払金 2,373 2,373 -

（2）未払法人税等 28,466 28,466 -

（3）未払消費税等 7,021 7,021 -

（4）預り金 5 5 -

資産

負債
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（関連当事者との取引に関する注記） （関連当事者との取引に関する注記）

取引条件及び取引条件の決定方針等 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)価格その他の取引条件は、価格交渉の上で決定しております。 (注1)価格その他の取引条件は、価格交渉の上で決定しております。
(注2)取引金額には、消費税等を含めておりません。 (注2)取引金額には、消費税等を含めておりません。

(１株当たり情報に関する注記) (１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産額 195 ,970 円 27 銭 １株当たり純資産額 225 ,509 円 33 銭
１株当たり当期純利益 20,608 円 47 銭 １株当たり当期純利益 29,539 円 06 銭

(その他の注記) (その他の注記)

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(単位:千円)

種類 会社等の名称
議決権等 の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(注2)
科目 期末残高

親会社 三井住友 ファ
イナンス＆
リース株式会

社

被所有
直接100%

事務受託
営業取引

手数料の受
取(注1)

465,759 ― -

人員の受入 人件費の支
払(注1)

377,868 ― -

(単位:千円)

種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)割合
関連当事者

との関係
取引の
内容

取引金額
(注2)

科目 期末残高

親会社 三井住友ファ
イナンス＆
リース株式会
社

被所有
直接100%

事務受託
営業取引

手数料の受
取(注1)

465,779 ― -

人員の受入 人件費の支
払(注1)

381,712 ― -
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４．　主要な借入先及び借入金額

平成２４年度末 借入なし

平成２５年度末 借入なし

５．　保有有価証券の状況

平成２４年度末

平成２５年度末

６．　財務諸表に関する監査法人等による監査の有無

　当社は平成２６年３月期の計算書類並びにその附属明細について、有限責任あずさ監査法人による、

会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づく監査に準じた監査を受けており、適正意見の監査報告書を

受領しております。

－

－

－

－

－

－

取得価額 時価 評価損益

－

－

－12 －



Ⅶ　　信託業務の状況

１．　信託業務の指標

（金額単位：百万円）

信託報酬

信託勘定貸出金残高

信託勘定有価証券残高

信託財産額

(注記）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．　信託財産残高表 （金額単位：百万円）

(資産）

金銭債権

その他の金銭債権

現金預け金

預金

資産合計

(負債）

金銭債権の信託

包括信託

負債合計

(注記） １． 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

２． 共同信託他社管理財産はありません。

３． 元本補てん契約のある信託については取り扱っておりません。

４． 上表に含まれる外貨建資産・負債の金額は、平成26年3月末日時点の為替相場（1US$=

¥102.88）による円換算額を付しております。（換算レートは三井住友銀行が日次で公表するExchange

Quatationより算出するTTMレート（TTBとTTSの仲値）を使用）

３．　信託財産の指標

(1) 金銭信託等の期末受託残高

直近の２事業年度において該当ありません

（注）金銭信託等とは、金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託であります。

(2) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高

直近の２事業年度において該当ありません

科　　　目 平成２６年３月末平成２５年３月末

－

57,259 50,365 58,103

－

5,100

56,883

1,219

1,219

58,103

58,103 53,320

3,382

53,002 49,937

53,320

50,886

平成２３年度

33

平成２５年度

56,883

－－ －

50,886

－

－

53,32069,416

－

2,433

2,433

47

－－

平成２４年度

7936

平成２２年度平成２１年度

42
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(3) 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券の区分ごとの期末運用残高

直近の２事業年度において該当ありません

(4)

直近の２事業年度において該当ありません

(5) 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の期末残高

直近の２事業年度において該当ありません

(6) 担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。）の金銭信託等

に係る貸出金残高

直近の２事業年度において該当ありません

(7) 使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の金銭信託等に係る貸出金残高

直近の２事業年度において該当ありません

(8) 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

直近の２事業年度において該当ありません

(9) 中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

直近の２事業年度において該当ありません

（注） 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、サービス業、小売業及び飲食店は

　　　5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業、サービス業は100人、小

売業及び飲食店は50人）以下の会社若しくは個人であります。

(10) 金銭信託等に係る有価証券の種類別（国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。）の

期末残高

直近の２事業年度において該当ありません

４．　信託財産の分別管理の状況

平成２６年３月末時点で受託をしております信託財産について、以下の方法で分別管理を行っています。

 帳簿上、信託財産が特定できる管理番号を付して分別して記帳。

 関連する書類については信託契約から検索可能な管理番号ごとに保管。

 回収金は案件ごとに開設した口座にて個別に管理。

金銭債権

金銭信託等に係る貸出金の科目別（証書貸付、手形貸付及び手形割引の区分をいう。）の期末残高

資産の区分 分別管理の状況
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平成26年6月25日付官報掲載





ご照会窓口

　

SMＦＬ信託株式会社

　信託企画部　〒１０５－０００３
　　　　　　　　　　東京都港区西新橋１－１５－１
　　　　　　　　　　大手町建物田村町ビル5階
　　　　　　　　　　TEL　０３－３５９７－１５７９


